
 

船舶インシデント調査報告書 

令和２年１１月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和元年１２月２２日 ０９時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市岩屋港北方沖 

 岩屋港東防波堤灯台から真方位０２９°１,０４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.４′ 東経１３５°０１.１′） 

インシデントの概要  プレジャーボートKIKI
キ キ

は、アイドリング状態で漂泊中、船外機が停

止して運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年２月１８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート KIKI、５トン未満（長さ７.７７ｍ） 

 ２６０－２９５７０兵庫、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力１８３.９０kＷ、回転数

毎分５,９００、６気筒、ボア９４mm、使用燃料ガソリン 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りをしなが

らアイドリング状態で漂泊中、船外機が突然停止した。 

船長は、船外機を点検しても原因が分からず、自力での運航を諦め

て１１８番通報を行い、来援した巡視艇にえい
．．

航されて出航地に戻っ

た。 

本船の船外機は、本インシデント後、機関整備会社の見解によれ

ば、シリンダヘッドガスケットが経年劣化により破損し、破損部から

冷却海水がシリンダ内に浸入して停止したものと推測された。 

分析 

 

 本船は、アイドリング状態で漂泊中、船長がシリンダヘッドガス 

ケットの経年劣化に気付かず運転を続けたことから、同ガスケットが

破損して冷却海水がシリンダ内に浸入し、船外機が停止し、運航不能

となった可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、アイドリング状態で漂泊中、船長がシ

リンダヘッドガスケットの経年劣化に気付かず運転を続けたため、同

ガスケットが破損して冷却海水がシリンダ内に浸入し、船外機が停止

したことにより発生した可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

 ・船舶所有者は、船外機のシリンダヘッドの開放整備を定期的に行

って腐食の有無等を確認し、必要に応じて部品の交換をするこ

と。 
 
 


